
滋賀県工業技術総合センター照明 LED化業務仕様書 
   
１ 業務目的  
滋賀県工業技術総合センターの既存照明器具を LED照明に取換える。  

  
２ 業務場所  
 滋賀県工業技術総合センター（滋賀県栗東市上砥山２３２） 
※対象箇所については、別紙１「LED化対象箇所一覧」を参照のこと。 

  
３ 履行期間  
契約締結日から令和８年３月 19日まで  

  設置工事は、施設運営に支障がないよう配慮することとし、原則として平日の８時
３０分から１７時００分に実施することとするが、施設運営に支障のある場所につい
ては、土・日・祝日の８時３０分から１７時００分に実施することとする。なお、工
事を行う場合は、日程や内容の調整を行うこととする。  
     
４ 履行内容  
（１）LED照明器具の内容  
ア  照明器具（一部ランプのみ）、照明部材および光源（LED）は、未使用品である
こと。  

イ  LED照明器具は、別紙１に記載の基準品と同等以上の性能を満たす器具とする。
原則、形状（直付、埋込など）やサイズ等は既設照明器具の形状に応じたものとす
ること。なお、ランプ交換による場合も、同様とする。  

ウ  既設照明器具に非常灯機能がある場合は、交換後の LED 照明器具も同等の機能
を付加することとする。   

エ  極力、製品仕様の統一を図ることとする。  
オ  施設への来訪者・職員等の視野に光源が直接入ることがないよう、まぶしさに配
慮することとする。  

カ  事務所衛生基準規則第 10 条第１項に規定する室の作業面の照度が適用される照
明については、同項に規定する照度に適合させること。  

キ  LEDの光源により不快感（グレア、フリッカー等）を与えないものとすること。 
（２）設置箇所   
対象照明は別紙１に示された照明とし、その設置箇所は別紙２「配置図」を参照す

ること。   
（３）設置作業   
  LED 照明器具の設置にあたっては、原則として、既設の照明器具を撤去し、LED
照明器具を灯具ごと交換、設置することとし、既設の照明器具と同様の方法で取り付
けることとする。  
（４）既存照明器具の撤去および処分   
取り外した照明器具、蛍光管、安定器およびソケットなどは「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」その他関係法令に従い、適切に撤去および処分し、処分終了後には
産業廃棄物管理票の写しを滋賀県に提出することとする。 
なお、対象照明における安定器の PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有の確認結果につ

いては、別紙１「対象施設一覧表」のとおりであり、作業中に PCB が含有している
可能性のある器具を発見した場合は、ただちに発注者に報告し、その後の対応につい
ては、発注者の指示に従うこと。  
（５）施設に責任のない不具合 
初期不良等の施設に責任のない不具合については、メーカー保証期間（最低１年）

に発生した場合、交換、設置まで適切に対応すること。 
（６）その他 
必要に応じて有資格者による石綿事前調査を実施するとともに、適切な措置を講ず

ること。  
   
５ 施工条件   
（１）契約締結後、速やかに施工計画書（施工体系図（施工事業者の資格がわかるも
のを含む）、設置器具の一覧（設置箇所、メーカー、型番、定格光束、消費効率、光源
色）、工程表、メーカー作業手順書、等）を１部提出し確認を受けることとする。  



（２）既設照明器具の撤去後、天井に設置跡（穴等）がある場合は補修することとす
る。   
（３）スイッチ類および配線は、原則として、既存のものを利用することとする。    
（４）接地（アース）が必要な器具の場合は、関係法令に従い、適切に行うこととす
る。   
（５）施工にあたっては、メーカー作業手順書に従い、適切に行うこととする。   
その他、現在適用中の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様

書（電気設備工事編）」、「公共建築改修標準仕様書」、「公共建築工事標準図」によるこ
ととする。  
（６）作業時間および日程は、発注者と事前に協議の上、決定することとする。また、
周辺住宅等に十分配慮することとする。   
（７）工事用水および工事用電力は、原則無償で利用可能とするが、継続的あるいは
比較的大量に水および電力を使用する場合はその限りでない。事前に使用機器、使用
場所、使用方法等について施設管理者と協議を行い、承諾を得ること。 
（８）作業員用のトイレは、箇所等について発注者と協議の上、利用できることとす
る。   
（９）次の現地試験を行うこととする。   
ア 点灯確認（施工前）、点灯試験（施工後）   
イ 照度測定（施工前、施工後）：事務所衛生基準規則第 10 条第１項に規定する室の
作業面の照度が適用される照明については、同規則の照度検査方法により測定するこ
ととする。   
ウ 絶縁抵抗測定（施工前、施工後）：分電盤の分岐回路ごとに施工前後の絶縁を測定
し、施工によって絶縁劣化がないことを確認することとする。   
エ 電流値測定（施工前、施工後）：照明電灯盤の電流値を測定することとする。   
（10）竣工後、速やかに完了届、完成図、設置器具の一覧（設置箇所、メーカー、型
番、定格光束、消費効率、光源色）、照明器具の出荷証明、施工前・施工時・施工後の
確認困難な箇所等を撮影した施工写真、現地試験結果、取扱説明書および保証書の写
し等をまとめて各１部提出することとする。   
（11）施工にあたり、関係法令を遵守すること。  
   
６ その他   
（１）LED照明器具の設置に伴う、配線、器具の設置・保守、施設への取扱説明、打
合せ時記録作成、所轄官公庁などへの届出等、LED 照明器具設置に関連するすべて
の経費が契約金額に含まれることとする。   
（２）地域経済の活性化や発展等に資することを踏まえ、受注者は、県内に本店を有
する者を優先的に工事発注（下請）先等に選定するように検討すること。   
（３）入札（現場）説明会は実施しないこととする。 
ただし、現場視認は可能とするが、その場合は、土曜日、日曜日および祝日を除く

９時 00分から 17時 00分までの間で発注者に事前連絡のうえ、日時等を調整するこ
と。   
（４）契約締結後、施工完了までのスケジュールや注意点、依頼事項等について、説
明を行うと共に、施工完了まで連絡を密にすること。  
（５）その他、本業務の遂行上必要と認められるものでこの仕様書に定めのない事項
が生じた場合は、受注者は発注者と協議し、その指示に従うこととする。 
 

       以 上 


